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1. はじめに

近年の我が国企業のアジア地域に対する貿易・投資の

拡大に伴い、我が国とアジア諸国との経済関係は極めて

密接かつ重要になっています。このような企業活動の広

域化は、我が国経済に大きな利益をもたらしていますが、

一方では、東アジア地域の産業技術の発展により、大量

に我が国企業製品が模倣されるといった状況にありま

す。途上国における知的財産権の保護制度はかなり整備

されてきていますが、制度が適切に運用されていないた

め、知的財産権の行使が困難な状況です。

一般に模倣品とは、知的財産権を侵害する製品の事を

指しますが、特に、アジア地域において、商標・意匠を

中心に、我が国企業製品に対する模倣品が増加しており、

対応に苦慮している例が多く存在しています。模倣品問

題は、真正商品の販売に対する影響のみならず、企業イ

メージに悪影響を及ぼしかねないものであるので、我が

国企業は、海外における模倣品問題に対し、現地法人等

を通じて被害状況を把握し、相手方に警告を行ったり、

影響が大きい事例については、現地弁護士を通じ民事訴

訟、刑事告訴等を行っています。しかし、企業自らが行

う海外模倣品問題への対応には限界があり、政府による

模倣品問題への取組みが求められています。

このような状況の下、模倣被害の中で大部分を占めて

いる産業財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）

を所管している特許庁では、模倣品対策に苦慮している

我が国産業財産権者の適切な権利行使を支援するため

に、模倣被害の実態に関する情報収集、我が国企業等へ

の情報提供及び産業財産権侵害に関する相談対応、相手

国政府への働きかけ及び支援、国内取り締まり機関との

連携、消費者に対する啓発活動等を行っています。

本稿では、模倣被害の現状とともに特許庁の取り組み

を紹介していきたいと思います。

2. 模倣品被害の現状について

（1）報告書等から見た被害の現況

今日の全世界における模倣被害額について、正確な統

計数字を得ることは非常に困難ですが、国際商業会議所

（I C C）の推計によれば、全世界における模倣被害額は

世界貿易額の5～7％とされており、2 0 0 2年の世界貿易

額約6兆4 , 1 9 2億米ドル（I M F統計）から推計すると、

約4 , 4 9 3億米ドルとなります。また、模倣被害の経済的

影響に関する分析調査報告書（特許庁）の推計値による

と我が国企業がアジア各国で被っている産業財産権の模

倣被害額は2 0 0 1年度利益ベースで約1兆6 7 9億円となっ

ています。

模倣品の製造国と流通国

特許庁では、毎年、我が国企業の模倣被害実態を把握

するために約8 0 0 0の企業等にアンケート調査を実施し、

その結果を報告書としてまとめていますが、2 0 0 3年度

の報告書によれば、模倣被害有りと回答した日本企業

5 8 0社のうち、9 7 . 8％がアジアにおいて模倣品が製造さ

れていると回答しました。そのうち5 4 . 1％の企業が中

国 に お い て 模 倣 品 が 製 造 さ れ た と 回 答 し 、 台 湾

（2 5 . 5％）、韓国（2 2 . 6％）がこれに続いています（図1）。

また、模倣品の流通国・地域（市場で模倣品を発見し

た地域）を見てみると、アジア 9 5 . 7％の他、欧州

1 5 . 2％、北米1 5 . 5％、中南米6 . 6％、中近東7 . 9％、アフ

リカ4 . 7％、大洋州3 . 8％との回答もあり、アジア地域、

総務部国際課地域政策室長

服部 和男
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模倣被害の影響

模倣被害の経済的影響に関する分析調査報告書の中に

は、模倣被害が最も大きい中国において模倣品等による

被害がマクロ経済にどのような影響を与えているかにつ

いても記載されています。それによると、中国国内で製

造され販売されている模倣品により、本来、日本から輸

出される製品及び現地で生産される正規製品により得ら

れたはずの売上げ約9 . 3兆円（輸出製品：3 . 1兆円、現地

生産製品：6 . 2兆円）が失われた事になり、マクロ経済

への直接効果（被害という負の効果）が9 . 3兆円と推計

されています。そのうち産業財産権について見てみると、

業種別には電気機械や精密機械、輸送用機械などの機械

系製造業が5 . 6兆円と最も多く、続いて卸・小売等の流

通業で8 5 0 0億円の被害となっています。また、我が国

の産業連関表によると、この9 . 3兆円の売上を実現する

ために必要な研究開発費は約3 1 0 0億円と推計されてお

り、模倣した企業は研究開発費をこの分だけ負担せずに

済むので、研究費のフリーライドを行っていると見るこ

とができます。

直接被害のうち、日本からの輸出製品に対する被害は

3 . 1兆円となっていますが、これらの製品が日本国内に

おいて実際に生産されていたとすると、原材料や部品等

の調達及び生産の過程で生じる付加価値の合計は約7 . 3

兆円と推計することができます。この額は直接被害額の

約2 . 4倍にもなり、我が国の経済全体で見てみると2倍以

上もの額の被害を潜在的に受けていると考えられるの

で、我が国のマクロ経済は中国の模倣品によって1 0兆

円以上の影響を受けていることになります（模倣品の消

費が全量真正品に置き換わった場合）。

同様に、現地生産された製品の被害は6 . 2兆円となっ

ており、これらの製品が実際に製造されていた場合に生

じる付加価値等の合計は1 8 . 6兆円と推計することができ

ます。これは、中国経済全体を通じて3倍規模の被害が

潜在的に生じており、中国マクロ経済においても約2 5

中国義烏市のショッピングセンター（別名ニセモノ市場）

ショッピングセンター前の路上（ほとんどのバイクがニセモノ）

ショッピングセンター内部（ほとんどのバッグがニセモノ）
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最近では、精力的な調査活動により模倣品の製造業者

や流通ルートを特定した上で、現地取締機関に取締を要

請するなど、模倣品対策に熱心に取り組む企業・業界が

増加してきています。しかしながら、これらの取組には

粘り強い努力が必要であり、人的・資金的制約の中、現

状では個々の企業・団体単位では、十分に権利行使でき

ない場合があります。

こうした状況を踏まえ、業種横断的な産業界の連携を

推進し、我が国政府と一体になって模倣品対策を強化す

るため、平成1 4年4月に「国際知的財産保護フォーラム

（以下、フォーラム）」が発足しました。平成1 6年1 1月

現在、1 6 9の企業・団体が参加しています。

フォーラムにおける具体的な活動として、中国へ官民

合同ミッションを派遣し、中国の中央・地方政府に対し、

被害の著しい地域における模倣品取締強化、中央・地方

政府の連携強化などの申し入れを行っていますが、特許

庁では予算面での支援やミッション派遣のための中国知

的財産関係法制度及びその運用状況等の事前調査、要請

書作成の協力等の支援を行っています。また、ミッショ

ン派遣の他、模倣品対策に関する産業界からの提言の策

定、情報交換・調査研究、途上国に対する人材育成協力

なども実施しています。

また、特許庁でも、次の事業実施等により、積極的に

フォーラムの活動をバックアップしています。

（1）ホームページを開設

国内外の模倣品関連情報を集約し提供することによ

り、模倣品の被害に遭っている我が国企業を始めとす

る情報利用者の利便性を高めるため、模倣品対策のイ

ンターネット上の総合窓口的な機能を有するサイトを

目的とした、国際知的財産保護フォーラムのホームペー

ジを平成1 5年2月に開設しました。

URL: http://www.iippf.jp

（2）知的財産権侵害対策セミナーの開催

模倣品対策の実績を有する内外の反模倣団体及び企業

から講師を招聘して、日本企業・団体等を対象とした、

「知的財産権侵害対策セミナー」をフォーラムの総会開

催に合わせて、平成1 5年2月2 0日に開催しました。具

体的なテーマと講師は次のとおり。

・テーマ1「Sharing experience of APM: the German

action group against counterfeiting」

講師：A P M（独）M_ller Doris氏

・テーマ2「The Hardcore Truth Regarding

Worldwide Counterfeit Enforcement」

講師：オークレー社（米） Vance V. Lommen氏

・テーマ3「ユニオン・デ・ファブリカンの模倣対策に

ついて」

講師：ユニオン・デ・ファブリカン東京事務所長

堤隆幸氏

・テーマ4「模倣対策の目標と限界を考える」

講師：日本商標協会常務理事　伊藤知生氏

（3）各種調査の実施

「中国への模倣品取締要請に関する現状分析調査」、

「模倣品被害の経済的影響に関する分析調査」及び「先

進国おける模倣品流通対策法制の実態調査」を実施し、

フォーラムのホームページに掲載するなど、その結果を

広く公開しています。

4. 模倣品問題に対する政府の取組

我が国政府においては、知的財産立国の実現に向けて

積極的な施策を講じており、平成1 4年7月に策定された

知的財産戦略大綱に基づき、同年1 1月に知的財産基本

法が成立しました。平成1 5年3月には、知的財産戦略本

部が発足し、昨年5月には、今後の政府における知的財

産政策の基本方針を定めた「知的財産推進計画2 0 0 4」

を決定していますが、以下のとおり、模倣品問題への対

応も重要な柱として位置付けています。

（1）知的財産推進計画2 0 0 4について

「知的財産推進計画2 0 0 4」は、「知的財産立国」の実

現に向けて今後取り組むべき具体的課題を、「創造」「保

護」「活用」「コンテンツ産業の拡大」「人材育成」の5

分野約4 0 0項目にわたって明らかにしたものです。

同計画の第2章「保護分野」においては、知的財産創
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造のインセンティブを確保するとともに、新規創出され

た知的財産の適正な保護を図るべく、迅速かつ確実な権

利取得、訴訟手続の充実等の体制整備によって、知的財

産の確固たる保護基盤の構築を目指しています。

特に、模倣品などの知的財産権侵害品による我が国の

被害は年々増加し、被害額も増加の一途を辿っているこ

とから、「外国市場対策の強化」、「水際での取締を強化」、

そして「国内での取締強化」を早急に実施していく必要

があるとしています。

また、平成1 6年8月に『政府模倣品・海賊版対策総

合窓口』を経済産業省製造局模倣品対策・通商室に設

置し、政府として模倣品・海賊版に関係する相談を受

け付け、関係省庁と連携して総合的に対応していくこ

ととなりました。

（2）特許庁の模倣品に対する取組

特許庁では、国内外における模倣被害の深刻化に対し、

精力的に模倣品の対策を講じてきました。以下、その具

体的活動内容について紹介します。

模倣品被害の実態に関する情報収集

海外における我が国企業の模倣被害状況を把握するた

めに、毎年、我が国企業に対してアンケート調査を実施

し、その結果を報告書にして発表しています。さらに、

独立行政法人日本貿易振興機構（北京、上海、香港、ソ

ウル、バンコク等）や財団法人交流協会（台北）の海外

事務所等を最大限活用し、権利行使に係る現地の法制度

や運用の状況を調査しており、これらの結果については、

特許庁のホームページ上等で広く公開しています。

・特許庁ホームページ「模倣品対策」

h t t p : / / w w w . j p o . g o . j p / t o r i k u m i / m o h o u h i n /

m o h o u h i n 2 / m o h o u h i n 2 _ l i s t . h t m

我が国企業への情報提供・相談対応

特許庁では、産業財産権侵害事件に関する個別相談へ

の対応や、情報提供機能を強化するため、相談窓口を設

置しています。相談窓口については前述した通りに今年

の8月に『政府模倣品・海賊版対策総合窓口』が経済産

業省に設置されましたが、産業財産権侵害事件に関する

相談については引き続き特許庁国際課で対応を行ってお

り、関係省庁の連携が必要で特許庁のみでは対応できな

い案件についてのみ『政府模倣品・海賊版対策総合窓口』

に転送する体制をとっています。また、模倣品の被害が

生じている国々を対象にした「模倣対策マニュアル」や

「知的財産権侵害事例・判例集」等を作成するとともに、

現地における日系企業向けセミナーを開催し、模倣品対

策に必要なノウハウの提供に努めています。

相手国政府への働きかけ

中国、韓国、台湾など模倣品被害の深刻な国・地域に

対しては、二国間協議（閣僚会合や事務レベル会合等）

の様々な場を通じて、相手国政府へ模倣品取締の強化の

働きかけを行っています。

また、W T O・T R I P S理事会、W I P Oエンフォースメ

ント諮問委員会、 A P E C知的財産権専門家会合、

A S E A N + 3特許庁会合等のマルチ・リージョナルな枠

組みにおいても、模倣品等対策の重要性を強調し、侵害

国における模倣品取締の強化を促進しています。

相手国政府に対する支援（人材育成支援）

模倣品の被害が生じている国・地域における執行能力の

向上を図るため、特許庁では、現地の取締機関（税関、警

察、裁判所等）職員の人材育成を支援しています。既存の

取組としては、W I P Oジャパントラストファンドのスキー

ムを利用した専門の研修コース「執行コース」を平成1 0

年度より開設し、アジア各国の模倣品取締関係機関から研

修生を受入れています。平成1 6年度「執行コース」では、

中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、

タイ、ベトナム、パキスタンより計1 9名を受入れています。

また、アジア各国の税関、警察や裁判所等の関係機関

職員を対象に、平成1 1年度から現地でセミナーを開催

しています。昨年度は、日本貿易振興機構（J E T R O）

及び中国国際貿易促進委員会浙江省分会と協力し、ニセ

モノや商標権侵害の取締りを担当する中国政府職員の更

なる能力向上を目的とすると共に、日系企業の代表とし

て、北京・上海の両I P G（知的財産権問題研究グループ）

メンバーにも参加を呼びかけ、単なるセミナーにとどま

らず、日本政府及び模倣品問題に頭を悩ませる日系企業

と浙江省政府との太いパイプ作りを最大の目的として、

平成1 6年3月2 4日に日系企業の模倣品製造地として取

り上げられることの多い浙江省の省都・杭州市において

セミナーを開催しました。
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キャンペーンの具体的内容は以下のとおりです。

①テレビスポットC M

モデル（冨永愛さん）が、「ニセモノなんてカッコ

悪い、自分を偽る必要なんてないんだから」というメ

ッセージを発するテレビスポットC M（1 5秒）を全国

主要都市で、平成1 6年1 0月1日（金）から約2週間放

映しました。

②ポスターの掲示

テレビスポットC Mに出演するモデル（冨永愛さん）

と、キャッチコピー「No Fakes」を掲載したポスタ

ーを作成し、平成1 6年1 0月の1ヶ月間、全国都道府県

庁、市役所、町村役場、県警本部、税関等、全国

3 , 8 0 6箇所で掲示するほか、全国鉄道主要路線での車

内広告の実施、全国主要都市主要駅（2 3 5駅）への掲

示（1週間）を行いました。

③雑誌掲載

ファッション雑誌は、読者にとっては掲載広告も重要

な情報であり、広告頁も丁寧に読まれる傾向があるため、

ファッション系雑誌、航空機内誌等の計1 2誌の1 0月発

行分に、キャンペーンの記事を掲載しました。

④インターネット・オークションサイトでのバナー広告

の実施

インターネットは、模倣品が流通しやすいルートとし

て注意が必要であり、ショッピングサイトやオークショ

ンサイトでは、模倣品に遭遇する可能性が高いと言われ

ています。このため、これらの利用者への注意喚起を行

うため、インターネット・オークションサイトで平成

1 6年1 0月の1か月間バナー広告を実施しました。

また、本キャンペーンの一環として、模倣品・海賊版

撲滅キャンペーン・イメージキャラクターの冨永愛さん

が、中川経済産業大臣を表敬訪問し、キ

ャンペーンポスターを手交しました。

おわりに

「知的財産立国」の実現を目指す我が国に

とって、知的財産をどのように保護・活用

して企業の国際競争力を高めていくべきなの

かは喫緊の課題です。今後とも、特許庁国際

課は、「知的財産推進計画」に盛り込まれて

いる数々の模倣品対策を迅速かつ着実に実施

し、「知的財産立国」の実現に尽力していきた

いと考えています。

昨年度キャンペーンポスター

pro f i l e
服部 和男（はっとり かずお）

昭和6 1年4月 特許庁入庁（審査第二部応用

物理）

平成2年4月 審査官に昇任

平成1 0年9月 ベトナム国派遣（J A I C A専

門家）

平成1 4年4月 審判部第一部審判官

平成1 5年1 0月　特許審査第四部審査官（伝送

システム）

平成1 6年1月 総務部国際課地域政策室長

（現職）

模倣品・海賊版撲滅キャンペーンポスター


